
【新旧対照表】南島原市過疎地域持続的発展計画（令和 6年 8月変更分） 

変更箇所 

(変更後計画

の頁、行等) 

区分 変更後 変更前 備考 

59頁 

19行 

 

5 交通

施設の

整備、交

通手段

の確保 

(3)計画(令和 3年度～令和 7年度) 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

4 交通

施設の

整備、

交通手

段の確

保 

(1) 市

町村道 

 

道路 

市道出水路木線（栄原工

区）道路改良事業 

道路改良 

L=1580ｍ、W=5.0ｍ 
市  

 

 

(3)計画(令和 3年度～令和 7年度) 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

4 交通

施設の

整備、

交通手

段の確

保 

(1) 市

町村道 

 

道路 

市道出水路木線（栄原工

区）道路改良事業 

道路改良 

L=1500ｍ、W=5.0ｍ 
市  

 

 

 

  



 

【新旧対照表】南島原市過疎地域持続的発展計画（令和 6年 8月変更分） 

変更箇所 

(変更後計画

の頁、行等) 

区分 変更後 変更前 備考 

60項 

16行 

5 交通

施設の

整備、交

通手段

の確保 

(3)計画(令和 3年度～令和 7年度) 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

4 交通

施設の

整備、

交通手

段の確

保 

(2)農

道 

舗装補修事業（地方創生

整備推進交付金） 

L=7100ｍ、W=7.0ｍ 
市  

 

 

(3)計画(令和 3年度～令和 7年度) 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

4 交通

施設の

整備、

交通手

段の確

保 

(2)農

道 

舗装補修事業（地方創生

整備推進交付金） 

L=7000ｍ、W=7.0ｍ 
市  

 

 

 

  



 

【新旧対照表】南島原市過疎地域持続的発展計画（令和 6年 8月変更分） 

変更箇所 

(変更後計画

の頁、行等) 

区分 変更後 変更前 備考 

115項 

3行 

12 その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(3)計画(令和 3年度～令和 7年度) 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

旧堂崎小学校木場分校

除却事業 

内容：旧堂崎小学校木

場分校を除去する。 

必要性：閉校（H26.3.

31）後、一時期利用が

あったが、その後利活

用がない。維持管理費

が生じているため早期

の除却が必要。 

効果等： 

①次世代へ負担を残さ

ない 

②施設維持管理費（借

地料含む）の削減 

市 

 

維持管理

費（借地料

含む）の削

減による

財政負担

の低減は、

地域の持

続的発展

に資する

取組であ

り、その効

果は将来

に及ぶ。 

 

 

 

(3)計画(令和 3年度～令和 7年度) 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

 

  

 

 

 

 



 

【新旧対照表】南島原市過疎地域持続的発展計画（令和 6年 8月変更分） 

変更箇所 

(変更後計画

の頁、行等) 

区分 変更後 変更前 備考 

115項 

4行 

12 その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(3)計画(令和 3年度～令和 7年度) 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

布津庁舎別館除却事業 

内容：布津庁舎別館を

除去する。 

必要性：老朽化した施

設（S41建築）であり、

経年劣化により損傷が

激しく、倒壊するリス

クがある。また、未利

用施設だが維持管理費

が生じている。 

効果等： 

①次世代へ負担を残さ

ない 

②地域の安全確保 

③施設維持管理費の削

減 

市 

 

地域の安

全確保や

維持管理

費削減に

よる財政

負担の低

減は、地域

の持続的

発展に資

する取組

であり、そ

の効果は

将来に及

ぶ。 

 

 

 

(3)計画(令和 3年度～令和 7年度) 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

 

  

 

 

 

 



 

【新旧対照表】南島原市過疎地域持続的発展計画（令和 6年 8月変更分） 

変更箇所 

(変更後計画

の頁、行等) 

区分 変更後 変更前 備考 

116項 

2行 

12 その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(3)計画(令和 3年度～令和 7年度) 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

旧見岳小学校校舎除却

事業 

内容：旧見岳小学校校

舎を除去する。 

必要性：敷地内に借地

があるため、閉校（H2

8.3.31）後も借地料が

生じている。また、借

地のため施設の利活用

が難しい。  

効果等： 

①次世代へ負担を残さ

ない 

②施設維持管理費（借

地料含む）の削減 

市 

 

維持管理

費（借地料

含む）の削

減による

財政負担

の低減は、

地域の持

続的発展

に資する

取組であ

り、その効

果は将来

に及ぶ。 

 

 

 

(3)計画(令和 3年度～令和 7年度) 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

 

  

 

 

 

 

 



 

【新旧対照表】南島原市過疎地域持続的発展計画（令和 6年 8月変更分） 

変更箇所 

(変更後計画

の頁、行等) 

区分 変更後 変更前 備考 

116項 

3行 

12 その

他 地 域

の 持 続

的 発 展

に 関 し

必 要 な

事項 

(3)計画(令和 3年度～令和 7年度) 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

慈恩寺体育館除却事業 

内容：慈恩寺体育館を

除去する。 

必要性：老朽化した施

設（S47 建築）で破損

箇所も多くあり、施設

利用者は少ない。また、

施設の維持管理費が生

じている。 

効果等： 

①次世代へ負担を残さ

ない 

②施設維持管理費（借

地料含む）の削減 

市 

 

維持管理

費（借地料

含む）の削

減による

財政負担

の低減は、

地域の持

続的発展

に資する

取組であ

り、その効

果は将来

に及ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【新旧対照表】南島原市過疎地域持続的発展計画（令和 6年 8月変更分） 

変更箇所 

(変更後計画

の頁、行等) 

区分 変更後 変更前 備考 

154項 

4行 

12 その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

事業計画(令和 3年度～令和 7年度) 過疎地域持続的発展特別事
業分 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

旧堂崎小学校木場分校

除却事業 

内容：旧堂崎小学校木

場分校を除去する。 

必要性：閉校（H26.3.

31）後、一時期利用が

あったが、その後利活

用がない。維持管理費

が生じているため早期

の除却が必要。 

効果等： 

①次世代へ負担を残さ

ない 

②施設維持管理費（借

地料含む）の削減 

市 

 

維持管理

費（借地料

含む）の削

減による

財政負担

の低減は、

地域の持

続的発展

に資する

取組であ

り、その効

果は将来

に及ぶ。 

 

 

 

事業計画(令和 3年度～令和 7年度) 過疎地域持続的発展特別事
業分 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

 

  

 

 

 

 



 

 

【新旧対照表】南島原市過疎地域持続的発展計画（令和 6年 8月変更分） 

変更箇所 

(変更後計画

の頁、行等) 

区分 変更後 変更前 備考 

154項 

5行 

12 その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

事業計画(令和 3年度～令和 7年度) 過疎地域持続的発展特別事
業分 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

布津庁舎別館除却事業 

内容：布津庁舎別館を

除去する。 

必要性：老朽化した施

設（S41建築）であり、

経年劣化により損傷が

激しく、倒壊するリス

クがある。また、未利

用施設だが維持管理費

が生じている。 

効果等： 

①次世代へ負担を残さ

ない 

②地域の安全確保 

③施設維持管理費の削

減 

市 

 

地域の安

全確保や

維持管理

費削減に

よる財政

負担の低

減は、地域

の持続的

発展に資

する取組

であり、そ

の効果は

将来に及

ぶ。 

 
 

事業計画(令和 3年度～令和 7年度) 過疎地域持続的発展特別事
業分 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

 

  

 

 



 

【新旧対照表】南島原市過疎地域持続的発展計画（令和 6年 8月変更分） 

変更箇所 

(変更後計画

の頁、行等) 

区分 変更後 変更前 備考 

155項 

1行 

12 その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

事業計画(令和 3年度～令和 7年度) 過疎地域持続的発展特別事
業分 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

旧見岳小学校校舎除却

事業 

内容：旧見岳小学校校

舎を除去する。 

必要性：敷地内に借地

があるため、閉校（H2

8.3.31）後も借地料が

生じている。また、借

地のため施設の利活用

が難しい。 

効果等： 

①次世代へ負担を残さ

ない 

②施設維持管理費（借

地料含む）の削減 

市 

 

維持管理

費（借地料

含む）の削

減による

財政負担

の低減は、

地域の持

続的発展

に資する

取組であ

り、その効

果は将来

に及ぶ。 

 

 

 

事業計画(令和 3年度～令和 7年度) 過疎地域持続的発展特別事
業分 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

 

  

 

 

 

 



 

【新旧対照表】南島原市過疎地域持続的発展計画（令和 6年 8月変更分） 

変更箇所 

(変更後計画

の頁、行等) 

区分 変更後 変更前 備考 

155項 

2行 

12 その

他 地 域

の 持 続

的 発 展

に 関 し

必 要 な

事項 

事業計画(令和 3年度～令和 7年度) 過疎地域持続的発展特別事
業分 

 

持続的

発展施

策区分 

事業名 

(施設

名) 

事業内容 
事業

主体 
備考 

12その

他地域

の持続

的発展

に関し

必要な

事項 

(1) 過

疎地域

持続的

発展特

別事業 

 

その他 

慈恩寺体育館除却事業 

内容：慈恩寺体育館を

除去する。 

必要性：老朽化した施

設（S47 建築）で破損

箇所も多くあり、施設

利用者は少ない。また、

施設の維持管理費が生

じている。 

効果等： 

①次世代へ負担を残さ

ない 

②施設維持管理費（借

地料含む）の削減 

市 

 

維持管理

費（借地料

含む）の削

減による

財政負担

の低減は、

地域の持

続的発展

に資する

取組であ

り、その効

果は将来

に及ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 


